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韓

間
偶
白
有
M
M
と
死
亡
苧

量生

霜 11

隷 i

配
偶
の
有
無
J

」
死
亡
率

同

文

規

自著

婿
姻
は
死
亡
に
重
大
な
る
影
響
を
及
ぼ
す
。
尼
僧
の

生
命
は
配
偶
者
を
有
す
る
婦
人
に
比
唆
し
て
持
[
(
長

士
者
で
あ
る
己
言
ふ
事
は
批
人

ωよ
く
口
じ
す
る
露
で
あ

る
o

常
識
的
に
、
或
は
白
己
的
見
向

L
た
儲
か
二
三
の

質
例
に
基
い
と
し
、
そ
れ
を
信
ヒ
切
っ
て
ね
る
人
々
も
少

な
〈
な
い
。
果

L
て
斯
〈
の
如
主
事
貸
の
有
り
や
否
や

は
、
こ
、
で
問
は
な
い
事
ご
す
る
が
、
兎
も
角
、
婚
姻

は
人
間
の
生
活
い
一
新
機
軌
を
劃
し
、
生
活
内
容
に
一

大
捷
化
守
惹
き
起
す
も
の
で
あ
る
事
は
守
ふ
事
の
出
来

な
い
事
貰
で
ゐ
る
か
ら
、
そ
ご
で
そ
れ
に
従
っ
て
、
人

聞
の
生
命

ω俊
民
そ
の
も
の
に
も
何
等
か
の
鎚
化
が
漣

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ご
言
ム
事
は
容
易
に
想
到
し
得

ら
れ
る
。
的
ほ
宥
配
偶
者
に
於
て
も
無
配
偶
者
仁
於
て

も
各
年
齢
級
に
従
つ

τ、
某
必
死
む
率
に
は
大
い
に
不

第
十
九
巻
人
第
四
挽

一
五

Q
」

~、

~〆、

同
が
あ
る
か
ら
、
各
年
齢
級
に
分
け
て
之
を
観
察
す
る

必
要
が
あ
旬
、
且
つ
叉
、
婚
姻
の
生
活
内
容
に
及
ば
す

影
響
は
、
性
唱
す
異
仁
す
る
仁
従
っ
て
、
相
遣
が
ゐ
る
か

ら
、
観
察
寸
る
上
に
、
男
女
を
民
別
す
る
必
要
が
あ

る
o
-
」
の
聞
の
関
係
、
郎
、
も
配
偶
の
有
無
ご
死
巳
率
ピ

ホ

的
関
係
を
統
計
的
に
視
察

L
た
も
の
に
言
々
p
m
E
E一

戸

の
研
究
が
ゐ
る
。
並
(
の
結
果
仁
よ
る
言
、
男
子
山
死
巳

は
、
各
年
齢
級
を
通
じ
て
有
配
偶
者
は
他
の
二
者
(
未

婚
者
及
び
鯨
又
は
離
婚
せ
し
者
)
よ
り
少
な
〈
-
女
子

の
死
巳
は
、
帯
当
c

年
齢
級
に
於
て
は
、
有
配
偶
者
は
未

婚
者
よ
り
多
い
が
、
年
締
級
が
準
な
に
従
つ
1
、
有
配

偶
者
の
死

L

し
は
他
り
二
者
よ
り
少
な
い
。
要
す
る
に
、

女
子
は
椛
娠
の
年
齢
級
に
於
て
は
反
劃
の
現
象
を
呈
す

る
が
、
其
の
他

ω年
齢
級
に
於

τは
、
男
女
共
、
無
配

偶
者
よ
り
は
有
配
者

ω
方
に
死
己
来
は
低
い
さ
言
ム
議

論
な
の
で
ゐ
る
o

そ
こ
で
、
私
は
我
闘
の
材
料
に
基
い

τ、
こ
の
問
題

を
研
究
し
て
見
ょ
う
。

我
闘
に
於
り
る
人
口
の
性
別
、
年
齢
別
及

α身
分
別

統
計
で
(
阻
偶
者
の
有
無
を
身
分
と
言
ふ
り
は
鑓
に
悶
白
る
が
、
我
悶
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の
統
計
書
に
ほ
か
フ
言
ム
言
葉
&
使
用
し
て
ゐ
る
か
ら
、
暫
ら
〈
そ
の
士

る
O

そ
れ
か
ら
研
究
の
目
的
上
か
ら
言
っ
て
、
十
五
歳

日
本
帝
国
静
態
統
計
書
に
掲
げ
ら
以
下

ω者
に
有
配
偶
者
は
殆

A
ど
な
い
か
ら
、
之
を
除

れ
て
ゐ
る
も
の
で
最
新
の
も
の
ご
し
て
は
大
正
七
年
末
一
外

L
、
又
百
歳
以
上
り
者
に
は
有
配
偶
者
、
無
配
偶
者

の
調
査
が
あ
る
。
之
に
は
配
偶
者
ご
死
別
せ
る
蒋
又
は
一
は
共
仁
極
時
て
傑
少
で
ゐ
る
か
ら
之
も
除
外
す
る
事
正

配
偶
者
ご
離
別
せ
る
者
の
調
査
は
な
く
、
此
等
は
未
婚
十
し
た
o

大
正
七
年
度
i

於
け
る
、
性
別
、
年
齢
別
及
び

者
正
共
に
無
配
偶
者
ご
し
て
取
扱
は
れ

τゐ
る
。
そ
れ
一
身
分
別
に
よ
ゐ
人
目
撃
挫
に
死
巳
骨
子
主
小
せ
ば
左
表
の

で
身
分
は
有
配
偶
古
盤
、
配
偶
の
二
つ
に
大
別
さ
れ
て
ゐ
一
如
〈
で
ゐ
る
。

h

使
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す
A
事
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す
る
)
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机
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ι
と
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五

二

)

宍
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八

右
の
二
表
に
基
き
、
性
別
‘
年
蹄
別
及
び
身
分
別
死
亡
率
を
算
出
し
て
突
の
第
三
表
を
得
る
c

(
第
四
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偶偶
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・d一
四

十
但
の
第
三
表
に
就
い
で
、
先
づ
男
子
の
有
配
偶
者
、

無
配
偶
者
の
死
己
本
を
各
年
齢
級
に
従
っ
て
観
察
す
る

に
、
十
五
歳
乃
至
二
十
歳
の
年
齢
級
に
於
て
、
両
者
は

0
・
U
一一

ζ

言
ふ
同
一

ω
死
巳
翠
を
示
し
て
ゐ
る
の

ご
、
最
後
に
入
十
歳
乃
至
百
歳
の
年
齢
絞
に
於
て
、
有

配
偶
岩
の
死
巳
率
が

0
・
一
七

O
、
無
配
偶
者
の
死
む
率

が

0
・
一
四
一
で
ゐ
っ
て
、
前
者
の
死
己
率
が
多
少
高

率
を
示

L
て
ゐ
る
外
は
、
無
配
偶
者
の
死
巳
率
は
有
配

偶
者
の
そ
れ
を
超
過
L
て
ゐ
る
。
弐
に
女
子
の
場
合
を

見
る
に
、
十
五
歳
乃
至
一
一
十
歳

ω年
齢
級
に
於
て
、
有

配
偶
者
、
‘
無
配
偶
者
必
死
己
率
は
共
仁

0
・
0
一
四
正

言
ふ
岡
一
の
比
率
を
示
し
て
ゐ
る
外
は
、
各
年
齢
級
を

第
十
九
巻

四

C
l
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五
O
1
1
c

ハ
O
i
七
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七

C
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C
l
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0
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口
・
日
一
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D
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2
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2
Z

筆書

。aO七
五

口・
-gn

口

L
g
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有
配
偶
者
山
死
亡
率
は
無
配
偶
者
の
Z
、
れ
よ

り
も
低
〈
、

zp可
。
印
ヨ
』
与
の
研
究
の
結
果
三
は
相
違

Lτ
、
知
艇
の
年
齢
制
帆
に
於

τす
ら
、
有
配
偶
者
は
無

耐
配
偶
者
よ
り
低
い
死
乙
率
を
一
不

L
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

右
的
結
果
か
色
、
我
闘
に
於
け
る
配
偶

ω有
無
言
死
乙

率
ピ
の
関
係
は
、
未
に
婚
姻
頻
繁
年
齢
仁
透
し
て
ゐ
な

い
ト
五
歳
乃
至
二
十
歳
の
年
齢
級
に
於
て
は
、
男
女

共
、
死
じ
率
は
配
偶
者
の
有
無
に
従
っ
て
相
違
ゐ
る
を

見
宇
、
そ
れ
以
上
の
年
齢
絞
に
於

τは
・
男
女
共
、
概

し
て
有
配
偶
者
は
無
配
偶
者
よ
り
も
死
己
率
が
低
い
ご

言
ふ
結
論
に
到
達
す
る
。

Z
S
?印
自
一
号
は
斯

f
の
如

き
結
果
を
説
明
し
て
、
婚
姻
す
る
者
は
相
互
に
成
る
可

通
じ

τ、



し、。るゥ活完〈
。規も会肉
ぞJ{IJ濁 z三間
υ) 的.&J.'忠、七
設で生はに
νJ ゐ活れ於
常るにる τ
i"i ~j 比者も
にに較を
つ基〔還ま
い凶て様化
て 1 す市23
はて屠る紳
今ゐ異 Tご上
滋 る Ifiiらに
にど目う於
之越で L て
をーあ、も

論"婚
守 1 、知fよ‘
なゐ且生ド


